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平成25年度予算編成の

大綱

日本経済は、輸出環境の改善や

経済対策の効果などを背景に、再

び景気回復へ向かうことが期待さ

れるものの、海外景気の下振れと

ともに、雇用・所得環境の先行き、

デフレの影響等にも注意が必要で

あり、景気回復は、いまだ不透明

な状況となっています。

国の一般会計総額は、前年度比

2.5％増となり、過去最大の予算

規模となっています。一方、新規

国債発行額は、税収見込み額を4

年ぶりに下回るものとなりました

が、依然として、国債依存型の厳

しい財政状況が続いています。

都の一般会計の予算規模は、前

年度比1.9％増で、5年ぶりに増と

なっており、政策的経費である一

般歳出も、前年度比1.6％増と3年

ぶりの増となっています。

また、特別区の財政運営に影響

を与える都税収入は、前年度比

3.9％増となり、当初予算ベース

において6年ぶりの増となってい

ます。そのうち法人二税について

は、前年度と比べて14％の大幅な

増となっていますが、依然として

楽観視できる状況にありません。

生活を守り まちの活気

を感じる 区民応援予算

本区を取り巻く財政状況につい

てですが、特別区民税における年

少扶養控除の廃止や、特別区たば

こ税における都区間の税源移譲に

より、区税収入は前年度比3.7％

増と、3年ぶりの増加を見込んで

います。

また、特別区交付金も、財源で

ある固定資産税および市町村民税

本区の重要課題と取り組み

区長所信表明（要旨）

平成25年第一回区議会定例会が、2月20日から開会され

ています。会期日程は3月28日(木)までの37日間で、｢平成

25年度一般会計予算｣などの議案について審議されていま

す。開会にあたり、山﨑区長は今年1年の所信を表明し、区

民の皆さんと区議会に理解と協力を求めました。

法人分の増収が見込まれるため、

3.3％の増と4年ぶりの増加を見込

んでいます。

このように、本区の歳入の根幹

である区税、特別区交付金が増収

となる状況ですが、引き続き、国

および都の補助制度を積極的に活

用するとともに、これまで培って

きた基金や起債による財政力を効

率的、かつ効果的に活用すること

により、バランスのとれた予算編

成が必要であると考えています。

平成25年度一般会計の当初予算

規模は、前年度比、2.2％増となり、

｢防災都市江東｣の推進や区民生活

に密接な施策を着実に実行するほ

か、スポーツ祭東京2013の開催、

観光、環境施策の充実等まちの活

気を創出し、区民を応援する予算

として、｢生活を守り まちの活

気を感じる 区民応援予算｣を編

成しました。

予算編成にあたっては、将来に

向けて安定的かつ継続的な区民サ

ービスを提供できる、強固な財政

基盤を構築するため、外部評価結

果を予算に反映するとともに、江

東区行財政改革計画に掲げる職員

定員の適正化、区民税等の徴収対

策や歳入の確保に取り組むととも

に、全事務事業を例外なく総点検

しました。

その結果、特別区債発行額を前

年度比54.5％の大幅な減とし、後

年度負担を軽減するとともに、｢新

たな取り組み｣57件、｢事業の拡充｣

26件の事業を予算に反映すること

ができました。

築地市場の豊洲移転

整備

昨年11月に、都が豊洲新市場の

施設計画と、にぎわいの場として

市場に併設される千客万来施設の

基本方針案を策定しました。

本年1月には市場整備スケジュ

ールの1年延期が発表され、竣工

は平成27年度の予定となりました。

竣工の延期は豊洲埠
ふ

頭全体の開

発計画等にも影響するため、遺憾

ではありますが、食の安全を守る

ために土壌汚染対策を確実に実施

することは最優先であり、受け入

れざるを得ないと考えています。

引き続き、本区との十分な協議は

当然のこと、確実な土壌汚染対策、

豊洲―住吉間の地下鉄8号線延伸

などの総合的な交通対策の実施、

新市場と一体となった魅力あふれ

る新たな観光名所となるにぎわい

の場の整備、さらに｢豊洲グリー

ン・エコアイランド構想｣に定める

環境まちづくりへの最大限の配慮

などを都に対して求めていきます。

2面へつづく

�
月

日
︑
区
は
株
式

13

会
社
ト
ピ
ー
レ
ッ
ク
と

﹁
津
波
等
の
水
害
時
に
お

け
る
一
時
避
難
施
設
と
し

て
の
使
用
に
関
す
る
安
心

協
定
﹂
を
締
結
し
ま
し
た
︒

こ
れ
は
︑
区
内
で
津
波
等
の
大
規
模
な
水
害

が
発
生
し
た
際
︑
株
式
会
社
ト
ピ
ー
レ
ッ
ク

の
管
理
す
る
ト
ピ
レ
ッ
ク
プ
ラ
ザ
︵
南
砂
�

︱

�
︱

︶
内
に
あ
る
イ
オ
ン
館
立
体
駐
車

15

場
�
階
以
上
の
フ
ロ
ア
ー
を
一
時
避
難
施
設

と
し
て
提
供
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
︒

▢問
防
災
課
防
災
担
当

☎
(
	
�
�
�
)
�
�



▶株式会社トピーレッ
クの髙木高久社長
(左)とともに協定書
を手にする山﨑区長
(右)


